
施設名 東京都石神井学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

 
　２　経緯

　　　明治　５年（1872年） 東京府養育院が創立され、老人・児童・病弱者の援護事業を開始する
　　　明治４２年（1909年） 東京市養育院巣鴨分院を開設し、老人と児童を分離する
　　　昭和１７年（1942年） 現在地に新築移転
　　　昭和２３年（1948年） 児童福祉法の施行により、同法に基づく養護施設となる
　　　昭和６２年（1987年） 児童棟増改築工事完了
　　　平成１７年（2005年） ショートステイ、トワイライトステイ事業を開始
　　　平成１９年（2007年） 地域小規模型グループホームの運営を開始

児童定員１６名増員（平成19年12月1日）
　　　平成２７年（2015年） 連携型専門ケア機能モデル事業を開始

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

　　　家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　子育て支援事業の状況(令和6年度実績)

定員15人（ショートステイ 7人、トワイライトステイ 8人）
ショートステイ 延べ利用児童数　　　877人（Ｒ５：1,070人）
トワイライトステイ 延べ利用児童数　  　  97人（Ｒ５： 130人）

　６　指定管理料（単位：千円） 〔子育て短期支援事業運営費〕
　　令和５年度 （予算）  761,016〔28,000〕 （決算） 723,516〔21,891〕
　　令和６年度 （予算）  814,013〔28,000〕 （決算） 819,781〔13,844〕
　　令和７年度 （予算)1,029,631〔31,000〕

施設規模 土地面積 32,118.01㎡ 所有者

（学園全体） 建物面積 5,598.20㎡
建築年度
（改修）

昭和62年3月児童棟（Ｄ棟）
平成28年8月児童棟（Ａ棟）

対象者

利
用
定
員

東京都
所在地 東京都練馬区石神井台三丁目３５番地２３号

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

東京都

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

130名

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種学校
　等への通学を行い、自立を支援する。

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した
生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
る場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童
その他環境上養護を要する児童

児童養護施設

事業開始 昭和２３年　１月
根
拠

児童福祉法第４１条



施設名 東京都小山児童学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種

　学校等への通学を行い、自立を支援する。

　２　経緯

　　　昭和２０年１１月 戦災孤児学寮として、大円寺等の寺院にて養護事業発足

　　　昭和２３年　３月 寺院３箇所を統合して小山学寮設置

　　　昭和２５年　４月 児童福祉法に基づく養護施設となる

　　　昭和５１年　３月 本館（１）落成

　　　昭和５２年　３月 本館（２）落成

　　　昭和６３年　３月 定員６４名に変更

　　　平成 元年　３月 松・竹・菊寮改築工事完了

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

　　　家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）415,492 （決算） 442,492

　　令和６年度 （予算）458,910 （決算） 449,302

　　令和７年度 （予算）488,963

施設規模 土地面積 6,467.91㎡ 所有者

（学園全体） 建物面積 2,747.73㎡ 建築年度
昭和51年3月本館(1)昭和52年3月本館(2)
平成元年3月松・竹・菊寮

東京都

対象者

利
用
定
員

６４名

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した
生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
る場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

費
用
負
担

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

児童養護施設

事業開始 昭和２５年　４月
根
拠

児童福祉法第４１条

東京都
所在地 東京都東久留米市野火止二丁目２２番地２６号

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的



施設名 東京都船形学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種

　学校等への通学を行い、自立を支援する。

　２　経緯

　　　明治３３年　８月 東京市養育院の「海浜療養所」（結核児童の転地療養所）として

「勝山保養所」を開設

　　　明治４２年　５月 現在地に移転し、虚弱児童を対象に養育院「安房分院」として開設

　　　昭和１７年　３月 「安房臨海学園」に改称

　　　昭和２４年　８月 児童福祉法に基づく養護施設となる

　　　昭和３０年　７月 「安房児童学園」に改称

　　　昭和５３年　６月 那古寮が那古学園として分離独立、「船形学園」に改称

　　　平成　９年　３月 全面改築工事完了

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

　　　家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）340,906 （決算） 334,906

　　令和６年度 （予算）387,491 （決算） 384,491

　　令和７年度 （予算）430,026

施設規模 土地面積 36,236.15㎡ 所有者

（学園全体） 建物面積 3,838.91㎡ 建築年度 平成９年３月

対象者

利
用
定
員

６４名

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した
生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
る場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童
その他環境上養護を要する児童

東京都

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

東京都
所在地 千葉県館山市船形１３７７

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

児童養護施設

事業開始 昭和２３年　２月
根
拠

児童福祉法第４１条



施設名 東京都八街学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種

　学校等への通学を行い、自立を支援する。

　２　経緯

　　　昭和２１年　５月 東京都養育院が旧軍用施設（八街飛行学校施設）を併用して、戦災孤児

を収容し事業開始

　　　昭和２３年　２月 児童福祉法に基づく養護施設となる

　　　昭和３８年　９月 改築工事完了

　　　昭和６１年　４月 定員９６名に変更

　　　平成　６年　４月 定員６４名に変更

　　　平成　７年　３月 全面改築工事完了

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

       家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）439,526 （決算） 440,726

　　令和６年度 （予算）404,153 （決算） 424,765

　　令和７年度 （予算）466,310

施設規模 土地面積 所有者

（学園全体） 建物面積 3,715.19㎡ 建築年度

国　17,200.00㎡
都 　 4,232.36㎡

東京都

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

平成７年３月

対象者

利
用
定
員

６４名

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した
生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
る場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

事業開始 昭和２１年　５月
根
拠

目
的

費
用
負
担

児童養護施設

東京都
所在地 千葉県八街市八街に１５１

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

児童福祉法第４１条



施設名 東京都勝山学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種

　学校等への通学を行い、自立を支援する。

　２　経緯

　　　昭和２１年　８月 療育施設「東京都保田児童学園」として、安房郡保田町に開園

養育院に一時保護中の戦災孤児、虚弱体質児童を収容

　　　昭和２４年　８月 児童福祉法に基づく養護施設となる

　　　昭和５１年　３月 移転改築工事竣工

　　　昭和５１年　４月 現在地に移転、「東京都勝山学園」と改称、定員９６名

　　　平成　６年　４月 定員６４名に変更

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

       家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）339,831 （決算） 325,931

　　令和６年度 （予算）321,706 （決算） 324,706

　　令和７年度 （予算）347,743

施設規模 土地面積 所有者

（学園全体） 建物面積 3,858.49㎡ 建築年度

17,671.90㎡ 東京都

昭和５１年３月

対象者

利
用
定
員

６４名

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した
生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
る場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童
その他環境上養護を要する児童

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

事業開始 昭和２１年　８月
根
拠

目
的

費
用
負
担

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。

児童養護施設

東京都
所在地 千葉県安房郡鋸南町下佐久間１４６９

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

児童福祉法第４１条



施設名 東京都片瀬学園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　　 家庭的環境の中での生活・学習・運動等の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、各種

　学校等への通学を行い、自立を支援する。

　２　経緯

　　　昭和１５年　７月 軍人援護会東京都支部が軍人家族遺児保護のため、片瀬臨海寮を創設

　　　昭和２１年　３月 同胞援護会東京都支部の管理となり、戦災孤児、引揚孤児らを受入れる

　　　昭和２５年１１月 東京都の運営となり、「東京都片瀬幼児寮」と称し、児童福祉法に基づく

養護施設となる

　　　昭和２６年  ３月 「東京都片瀬臨海寮」と改称（以降昭和28年に「東京都片瀬臨海幼児園」、

昭和30年に「東京都片瀬幼児園」、昭和59年に「東京都片瀬学園」と改称）

　　　昭和２７年　６月 定員70名に変更（以降、昭和28年に定員150名、昭和41年に定員１００名、

昭和54年に72名、昭和55年に定員60名、昭和56年に定員48名となる）

　　　昭和５９年１１月 児童棟全面改築

　３　入所者の状況（令和６年度実績） （単位：人）

　４　事業展開の特徴

　　　家庭的な寮運営の推進、自立支援計画の充実、利用者本位の専門的支援の実施等

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）316,660 （決算） 311,500

　　令和６年度 （予算）381,938 （決算） 364,455

　　令和７年度 （予算）395,793

施設規模 土地面積 所有者

（学園全体） 建物面積 2,060.52㎡
建築年度
（改修）

児童養護施設

事業開始 昭和２５年１１月
根
拠

児童福祉法第４１条

昭和59年11月児童棟
平成3年8月管理棟・職員宿舎

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

東京都
所在地 神奈川県藤沢市片瀬四丁目９番地３８号

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

対象者

利
用
定
員

４８名

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生
活環境の確保その他の理由により特に必要のある
場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童その
他環境上養護を要する児童

4,800.05㎡ 東京都

目
的

費
用
負
担

運営費
　国が定める経費　都1/2:国1/2
　都が加算する経費　都10/10
設置費　　都1/2:国1/2

保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の
理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。）、虐待されている児童そ
の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所し
た者に対する相談その他の自立のための援助を行う。



施設名 東京都東村山福祉園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

開設

東京都社会福祉事業団へ運営委託

東京都社会福祉事業団を指定管理者として指定

東京都社会福祉事業団を第２期指定管理者として指定

東京都社会福祉事業団を第３期指定管理者として指定

東京都社会福祉事業団を第４期指定管理者として指定

東京都社会福祉事業団を第５期指定管理者として指定

東京都社会福祉事業団を第６期指定管理者として指定（～令和10年度）

　３　入所者の状況（令和7年3月31日時点）

　　（１）入所者数 58 人

　　（２）障害者手帳所持状況 １度：3人、２度：55人

　　（３）短期入所延利用者数 2,647人

　４　日中一時支援事業の状況

　５　指定管理料（単位：千円）

令和　５　年度 （予算）1,352,453千円 （決算） 1,154,934千円

令和　６　年度 （予算）1,369,488千円 （決算） 1,109,916千円

令和　７　年度 （予算）1,357,010千円

施設規模 土地面積 25,894㎡ 所有者 東京都

建物面積   8,940㎡ 建築年度 令和5年3月竣工

知的障害児の保護並びに日常生活における基本的な動作及
び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行う。

入所　８０人
短期入所事業　10人
日中一時支援　５人

障害の程度が重いため、介護密度が高く、また常時医学的な配慮を必要とするなど処遇の困難性が高い重
度又は最重度の知的障害児を対象として、保護、診療、指導及び訓練の場として設置された。入所児童の
健康維持と情緒の安定が保障される良好な環境のもとに、専門職員による指導・訓練を通してその生活能
力の開発育成と人間的成長を援助することを目的とする。

福祉型障害児入所施設

事業開始 昭和４７年４月
根
拠

（国）児童福祉法第42条

（都）東京都児童福祉施設条例第２条

東京都
所在地 東村山市萩山町一丁目３５番地１

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

１　措置費・障害児施設給付費
　　国1/2　都1/2
２　利用者負担
　　（措置費徴収基準による徴収金・
定率負担及び食費等実費）

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

対象者

利
用
定
員

昭和４７年４月

平成１１年４月

平成１８年４月

平成２１年４月

　令和５年４月

定員5人　延べ利用日数118人（令和6年度）

平成２４年４月

１８歳未満の知的障害児

平成２７年４月

平成３０年４月



施設名 東京都七生福祉園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨
（児）児童福祉法により、都内に居住する知的障害児で家庭において養育又は看護が困難なものを
入所させ、これを保護するとともに独立・自立に必要な知識・技能を与え、あるいは更生に必要な指導
訓練を行い、社会参加の促進を図ることを目的として設置された。
（者）　重度及び中軽度の知的障害者を対象として、保護・指導及び訓練の場として設置された。
入所者の健康の維持と情緒の安定が保障される良好な施設環境のもとに、専門職員による指導・訓
練を通してその生活能力の開発育成と、人間的成長を援助することを目的とする。

　２　経緯
　　　昭和２４年８月 養護施設児童学園として開設
　　　昭和３８年４月 精神薄弱者更生施設七生福祉園開設
　　　昭和４３年４月
　　　平成１１年４月 東京都社会福祉事業団へ運営委託
　　　平成１８年４月 東京都社会福祉事業団を指定管理者として指定
　　　平成２１年４月 東京都社会福祉事業団を第２期指定管理者として指定
　　　平成２２年４月 成人施設を障害者自立支援法に基づく障害者支援施設に移行
　　　平成２４年４月 東京都社会福祉事業団を第３期指定管理者として指定
　　　平成２７年４月 東京都社会福祉事業団を第４期指定管理者として指定
　　　平成３０年４月 東京都社会福祉事業団を第５期指定管理者として指定
　　　　令和３年４月 東京都社会福祉事業団を第６期指定管理者として指定

　３　入所者の状況（令和７年３月３１日現在）
　　　（１）入所者数 (児)80人　(者)103人
　　　（２）障害者手帳所持状況（児）　1度：0人　2度：4人　3度：30人　4度：45人　手帳なし：1人
　　　（３）障害支援区分（者）　 区分6：23人　区分5：41人　区分4：36人　

区分3：3人    区分2：0人    区分1:0人

　４　短期入所事業の状況
　　　（児）定員７名　延利用者数 794名 （31.1%）　　　   （者）定員５名　延利用者数 377名 （20.7%）

成人契約　 延利用者数 130人 （35.6％）

　５　就労移行支援事業の状況
       定員１４名　　延利用者数 774名　（施設内支援：276人、施設外支援:498人）

　６　訓練内容
       作業訓練、園外実習、自活訓練等

　７　指定管理料（単位：千円）
令和５年度　　　　　 （予算）(児)　　　 723,845千円 （決算）（児）　　　 740,521千円

（予算）(者)　　　 877,543千円 （決算）（者）　　　 818,931千円
令和６年度　　　　　 （予算）(児)　　　 741,654千円 （決算）（児）　　　 764,501千円

（予算）(者)　　　 890,355千円 （決算）（者）　　　 877,332千円
令和７年度　　　　　 （予算）(児)　　　 832,884千円

（予算）(者)     1,006,234千円

施設規模 土地面積 176,245.64㎡ 所有者 東京都

建物面積 建築年度 (児) 平成7年度　・　(者) 平成元年度  21,804.56㎡

福祉型障害児入所施設・障害者支援施設

事業開始
(児) 昭和２７年４月
(者) 昭和３８年４月

根
拠

（国）児童福祉法第４２条・障害者総合支援法第5条第11項

（都）東京都児童福祉施設条例第２条・東京都障害者支援施設等に関する条例第２条

東京都
所在地 日野市程久保８４３番地

対象者

利
用
定
員

（児）福祉型障害児入所施設　１５６名
　　　短期入所　　　　　　　７名
（者）施設入所支援　　 １５０名
　　　生活介護　　　　　 １４４名    自立訓練　　　６名
　　　就労移行支援　　　 １４名    短期入所　　　５名

（児）１８歳未満の知的障害児
（者）１８歳以上の知的障害者

（児）知的障害児の保護並びに日常生活における基本的な動作及
び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行う。

（者）知的障害者を受け入れて日常生活の支援を行うとともに、創作
活動などの日中活動を提供する。

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

精神薄弱児施設七生児童学園と精神薄弱者更生施設七生福祉園統合

１措置費・障害児施設給付費：国1/2　都1/2
2 介護給付費：国1/2　区市町村1/2
3 利用者負担
　（措置費徴収基準による徴収金・定率負担及び食費等
実費）



施設名 東京都千葉福祉園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

　　昭和１８年、現在地に東京市長浦更生農場が開設される。

　　昭和２３年、東京都養育院長浦分院と改称し、救護施設及び精神薄弱児施設となる。

　　昭和３５年、精神薄弱者福祉法に基づく精神薄弱者更生施設を付設

　　平成９年、福祉局に移管、名称は東京都千葉福祉園となる。

　　平成１８年、東京都社会福祉事業団が指定管理者となる。

　　平成２１年、東京都社会福祉事業団が第２期指定管理者となる。

　　平成２２年、障害者支援施設として指定を受け、新事業体系に移行する。

　　平成２４年、東京都社会福祉事業団が第３期指定管理者となる。

　　平成２７年、東京都社会福祉事業団が第４期指定管理者となる。

　　平成３０年、東京都社会福祉事業団が第５期指定管理者となる。

　　令和３年、東京都社会福祉事業団が第６期指定管理者となる。

　３　入所者の状況（令和７年３月３１日現在）

障害支援区分 利用者数 障害支援区分 　　　　利用者数

区分１ ０名 区分４ ３５名

区分２ ０名 区分５ ７１名

区分３ ４名 区分６ ６４名

計 １７４名

　４　日中活動の内容

　　手工芸、エコ活動、農耕、園芸、自活訓練、機能訓練、施設内外の実習等

　５　短期入所事業の状況

　　定員６名　　延利用者１１０名（利用率５．０％） （令和6年度実績）

　６　指定管理料（単位：千円）

令和５年度 （予算）２，０３２，４３７千円 （決算）２，０３７，１８６千円

令和６年度 （予算）２，０４４，９００千円 （決算）２，０４８，７１０千円

令和７年度 （予算）１，９２７，９１４千円

施設規模 土地面積 所有者 東京都

建物面積 建築年度 昭和３５年度から

３１８，６６７㎡

  ３４，０２１㎡

障害者支援施設・福祉型障害児入所施設

事業開始 昭和３５年４月
根
拠

（国）障害者総合支援法第５条第11項

（都）東京都障害者支援施設等に関する条例第２条

東京都
所在地

重度及び中度の知的障害者を対象として、保護・指導及び訓練の場として設置された。入所者の
健康の維持と情緒の安定が保証される良好な環境の下に、専門職員による指導訓練を通して、
生活能力の開発育成と、人間的成長を支援することを目標とする。

対象者

利
用
定
員

①障害者支援施設　３２０名
②短期入所　６名

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

（者）１８歳以上の知的障害者

千葉県袖ケ浦市代宿８番地
社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

施設利用料の１割（上限あり）
及び食費等実費

知的障害者を受け入れて日常生活の支援を行うとともに、創
作活動などの日中活動を提供する。また、園外職場実習等に
よる就労支援、自活寮を活用した地域生活への移行に積極
的に取り組んでいる。



施設名 東京都八王子福祉園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

　４　日中活動

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和５年度 （予算）１，８５５，５７９千円 （決算）１，７９１，８３９千円

　　令和６年度 （予算）１，８７９，６２０千円 （決算）１，８４８，８９８千円

　　令和７年度 （予算）２，０２５，３５３千円

施設規模 土地面積 ４０，４１７㎡ 所有者 東京都

建物面積 １５，３４５㎡ 建築年度 昭和47年

障害者支援施設

事業開始 昭和47年7月
根
拠

（国）障害者総合支援法第5条第11項

（都）東京都障害者支援施設等に関する条例第2条

東京都
所在地 東京都八王子市西寺方町７６

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

目
的

費
用
負
担

原則１割の定率負担及び食
費・光熱水費の実費相当額

知的障害者を受け入れて日常生活の支援を行うとともに、創作
活動などの日中活動を提供する。

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

対象者

利
用
定
員

・施設入所支援　１６０人
・生活介護（施設入所支援利用者
対象）１６０人
・生活介護（通所）　２０人
・短期入所　　　　　 １０人

１８歳以上の知的障害者

障害の程度が重いため、介護密度が高く、また常時医学的配慮を必要とするなどのために処遇
の困難性が高い重度又は最重度の知的障害者を対象とし、保護・診療・指導及び訓練の場とし
て設置された。入所者の健康の維持と情緒の安定が保障される良好な施設環境のもとに、専門
職員による指導・訓練を通して、その生活能力の開発育成と人間的成長を援助することを目的と
する。

　昭和４７年４月　知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生施設として設立。
　平成１１年４月　社会福祉法人東京都社会福祉事業団に経営委託。
　平成１８年４月　東京都社会福祉事業団を指定管理者として指定（第１期）
　平成２１年４月　東京都社会福祉事業団を第２期指定管理者として指定
　平成２２年４月　障害者自立支援法に基づく障害者支援施設に移行
　平成２４年４月　東京都社会福祉事業団を第３期指定管理者として指定
　平成２７年４月　東京都社会福祉事業団を第４期指定管理者として指定
　平成３０年４月　東京都社会福祉事業団を第５期指定管理者として指定
　　令和３年４月　東京都社会福祉事業団を第６期指定管理者として指定

　３　入所者の状況（令和７年３月３１日現在）

（１）施設入所支援：114人、生活介護（通所を除く）：114人
（２）障害支援区分　　区分４：0人　区分５：12人　区分６：102人
（３）短期入所延利用者数　1,422人（利用率39.0％）

（１）運動活動
　　 利用者の身体機能低下防止、リハビリテーション（理学療法士作成の個別プログラムによる）
（２）生産活動
　　 ハガキ、しおり、リサイクル、野菜苗作り等
（３）趣味及び文化活動
      陶芸、絵画、音楽療法等



施設名 東京都立東大和療育センター

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

　３　入所者の状況（令和６年度利用者延人数）

　４　事業内容

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和5年度 （予算）　2,774,238 （決算）　2,795,635

　　令和6年度 （予算）　2,884,876 （決算）　2,884,412

　　令和7年度 （予算）　3,189,009

施設規模 土地面積 34,999.14㎡ 所有者 東京都

建物面積 13，660㎡ 建築年度 平成4年

医療型障害児入所支援、障害福祉サービス事業所

事業開始 平成４年８月
根
拠

児童福祉法第７条第２項、障害者総合支援法３６条第１項
医療法第１条の５第１項、東京都立療育センター条例

東京都
所在地 〒207-0022　東大和市桜が丘3-44-10

目
的

費
用
負
担

1　措置費・障害児施設給付費　　　国１/
２都１/２
2　介護給付費：国１/２都１/２（医療型入
所支援）
　 介護給付費：国１/２都１/４区市町村１/
４（療養介護、生活介護、短期入所）
3　診療報酬：保険者負担分
4　利用者負担
（措置費徴収基準による徴収、定率負担
及び食費等実績）

　重症心身障害児（者）を入所させ、医療ケア、日常生活訓練
及び機能訓練を行うとともに、在宅で療育している重症心身障
害児（者）への支援として、短期入所事業及び通所事業を行
う。
　心身障害児(者)に対する医療入院及び外来診察を行う。

○　平成４年８月一次開設、翌５年４月全面開設
○　平成15年4月支援費制度による短期入所事業開始
○　平成18年4月指定管理として管理運営を開始
○　平成18年4月障害者自立支援法による短期入所事業開始
○　平成18年10月長期入所について契約制度導入
○　平成２４年４月障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正による障害児支援強化により重症心身障害
　　 児（者）通園事業が法定化された。

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

対象者

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

○　長期入所【療養介護】：在宅の困難な重症心身障害者を長期に受け入れて、療育及び生活訓練を行う。
○　短期入所：在宅重症心身障害児(者)の家族の病気その他の事情で家庭での介護が一時的に出来ない時
      に短期で受け入れる。
○　入院：外来利用者で入院による治療、検査が必要な児者を受け入れる。
○　外来：心身障害を持つ方の診断と治療。
○　通所【生活介護】：都内在住在宅重症心身障害者１８歳以上を対象とした通所による療育及び生活訓練を
      行う。

　長期入所(契約)33,002人　　短期入所4,492人　　入院370人　　外来26,651人　　通所3,235人

利
用
定
員

長期入所92床、短期入所28床、通
所事業30人、入院8床　一般外来
100人

重症心身障害児（者）

○　長期入所については、原則として、18歳以上の在宅の重症心身障害者を受け入れて療育をする。
○　在宅療育に必要な医療を提供するほか、地域における障害者医療の充実に質するため、心身障害児
     （者）全般を対象とした外来診察を行う。
○　重症心身障害児（者）が安心して在宅医療が続けられるようにするため、通所事業及び短期入所事業な
      ど、各種在宅支援事業を実施する。
○　障害を持つ人も持たない人も共に生きる社会をつくるため、地域に開かれた施設として、地域の人々との
     交流の場などを確保する。



施設名 分園よつぎ療育園

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

　３　利用者の状況

　外来2,875人　　通所2,068人　

　４　事業内容

　５　指定管理料（単位：千円）

　　令和5年度 （予算）　345,465 （決算）　332,449

　　令和6年度 （予算）　345,943 （決算）　341,554

　　令和7年度 （予算）　357,086

施設規模 土地面積 - 所有者 東京都

建物面積 901.48㎡ 建築年度 平成8年

障害福祉サービス事業所、児童発達支援

事業開始 平成8年8月
根
拠

児童福祉法第６条の２第２項、障害者総合支援法第５条、医療法
第1条の5第3項

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

○　運動発達の遅れ、言葉の遅れ、てんかん発作、多動などの発達障害や心身障害を持つ方を対象
　　 に診察、リハビリテーション、相談等を行う。
○　重症心身障害児（者）が安心して在宅医療が続けられるようにするため通所事業を実施する。

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要

東京都
所在地 〒124-0014　葛飾区東四つ木4-44-1-101

○　平成8年8月開設
○　平成18年4月指定管理として管理運営を開始、通所事業の規模拡大（20人から25人拡大）
○　平成２４年４月障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正による障害児支援強化により
      重症心身障害児（者）通園事業が法定化された。

○　外来：心身障害を持つ方の診断と治療
○　通所：都内在住在宅重症心身障害児者で未就学児及び１８歳以上を対象とした通所による
               療育及び生活訓練を行う。

在宅で療育している重症心身障害児（者）への支援として、通
所事業を行う。また、心身障害児（者）に対する外来診察を行
う。

費
用
負
担

1　診療報酬：保険者負担分
2　介護給付費：国１/２都１/４区市町
村１/４（障害児通所支援）
3　利用者負担
（定率負担及び食費等実績）

対象者 重症心身障害児（者）

利
用
定
員

通所事業　25人　、外来診療　15人

目
的



施設名 東京都立東部療育センター

施設種別

設置主体

経営主体

　１　趣旨

　２　経緯

　２　入所者の状況（令和６年度利用者延人数）

　４　事業内容
○　長期入所【障害児入所支援、療養介護】：在宅の困難な重症心身障害児(者)を長期に受け入れて、療育

　　 及び生活訓練を行う。

○　短期入所：在宅重症心身障害児(者)の家族の病気その他の事情で家庭での介護が一時的に出来ない時 

     に短期で受け入れる。

○　入院：外来利用者で入院による治療、検査が必要な児者を受け入れる。

○　外来：①主として、18歳未満で発言した心身障害を持つ方の診断と治療。②０～３歳児と家族を対象とした

　　 育児指導及び精神的支援。③障害児育児支援（外来利用児童と家族対象）

○　通所【障害児通所支援、生活介護】：在宅重症心身障害者で未就学児及び１８歳以上を対象とした通所に

 　　よる療育及び生活訓練を行う。

○　地域療育等支援事業：①地域療育支援事業、②施設支援事業(江東区及び近隣区の保健関連施設等へ

 　　の技術支援)

　５　指定管理料（単位：千円）

　　　令和5年度 （予算）　3,044,281 （決算）　2,791,902

　　　令和6年度 （予算）　3,093,778 （決算）　2,881,566

　　　令和7年度 （予算）　3,118,859　

施設規模 土地面積 8，936㎡ 所有者 東京都

建物面積 11，171㎡ 建築年度 平成17年

障害福祉サービス事業所、医療型障害児入所支援、医療型児童発達支援センター

事業開始 平成17年12月
根
拠

児童福祉法第６条の２第３項、同法第７条第２項、障害者総合支
援法第５条及び３６条第１項、医療法第１条の５第１項、東京都立
療育センター条例

東京都
所在地 〒136-0075　江東区新砂3-3-25

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

目
的

費
用
負
担

1　　措置費・障害児施設給付費　　　国１/２都１/２
2　　介護給付費：国１/２都１/２（医療型入所支援）
　　　介護給付費：国１/２都１/４区市町村１/４（療養
　介護、生活介護、短期入所、障害児通所支援）
3　診療報酬：保険者負担分
4　利用者負担（措置費徴収基準による徴収、定率負担
及び食費等実績）

　重症心身障害児（者）を入所させ、医療ケア、日常生活訓練及び機
能訓練を行うとともに、在宅で療育している重症心身障害児（者）へ
の支援として、短期入所事業及び通所事業を行う。
　心身障害児(者)に対する医療入院及び外来診察を行う。

対象者

利
用
定
員

長期入所【障害児入所支援、療養介護】
90床、短期入所24床、通所事業【障害児
通所支援、生活介護】35人、一般入院6
床、一般外来100人

重症心身障害児（者）

○　入所・入院機能や通所機能のほか、地域支援事業を含めた総合医療センターの役割を担う。
○　超重症児（者）への積極的な対応など、高度な療育サービスを担う。
○　障害児（者）や家庭への総合相談窓口・地域施設などへの技術支援や人材育成・医療連携や地域連携の
     モデルづくりなど在宅障害児（者）の地域生活を支援する。
○　療育に関する情報の収集・公開を組織的に行うなど、情報の発信基地となる。
○　地域社会と協調し、障害者に対する社会の理解を深めるとともに地域で支えあう基盤づくりを目指す。

○　平成１７年１２月一時開設、１８年４月全面開設
○　平成１８年４月障害者自立支援法による短期入所事業開始
○　平成１８年１０月長期入所について契約制度導入
○　平成２０年９月乳幼児通所事業を開始（日々定員5名）
○　平成２４年４月障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正による障害児支援強化により重症心身障害
      児（者）通園事業が法定化

長期入所32,652人　　　短期入所4,266人
入院537人   外来24,445人　通所4,495人

事
　
　
　
業
　
　
　
概
　
　
　
要


